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富士見市情報公開・個人情報保護審議会 

令和元年度第１回会議録 

会議日時 令和元年７月５日（金） 
開 会 午後３時１５分 

閉 会 午後３時５０分 

会議場所   市長公室 出席者数  委員 ８名 事務局 ５名 

出 
 
 

席 
 
 

者 

委 

員 

会 長 新 山  宏 委 員 齊 藤  遼 

副会長 和 田  雅 子 委 員 高橋 千代子 

委 員 秋元 富美子 委 員 湊  貞 一 

委 員 伊 藤  茂   

委 員 井 上  恭 子   

事
務
局 

総務部長 古 屋  勝 敏 総務課主任 大和田 周作 

総務課長 下 田  恭 裕 総務課主任 土 屋  徳 之 

総務課主査 沼 尾  陽 平   

欠席委員  なし 

関係者の 

出  席 
 なし 傍聴者  なし 

議  長 
古 屋  勝 敏 

新 山  宏 
担当書記  土屋 徳之 

会議議題 

１ 会長の選出について 

２ 副会長の選出について 

３ 情報公開・個人情報保護審議会について 

４ 情報公開・個人情報保護の実施状況報告について 
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会    議    内    容 

下田総務課長 

 

 

 

 

古屋総務部長 

（仮議長） 

 

 

 

 

 

 

新山会長 

（議長） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 過半数出席があったため、富士見市情報公開・個人情報保護審議会

条例第６条の規定に基づき、開会を宣言した。会長選任までの議事進

行を古屋総務部長が代行する。 

 

２ 議事 

① 会長の選出について 

 富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例第５条の規定に基づ

き、会長は委員の互選により定めることとなっていることから、立候

補又は推薦を求めた。秋元委員から新山委員を推薦する案が提案され

た。各委員の同意があったことから、新山委員に会長をお願いするこ

ととし、以後の議事進行を新山会長に交代する。 

 

② 副会長の選出について 

富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例第５条の規定に基づ

き、副会長は委員の互選により定めることとなっていることから、立

候補又は推薦を求めた。立候補及び推薦がなかったため、会長から事

務局に意見の求めがあり、事務局から経験年数等を踏まえて考えてみ

てはどうかとの提案を行った。また、齊藤委員から副会長は具体的に

何をやるのか質問があったため、事務局より会長が不在時に代わりに

議事進行を務める旨の説明を行った。以上を踏まえて、再度立候補を

求めたが、立候補がなかったため、会長から行政経験等を踏まえて和

田委員が推薦され、和田委員及び他の各委員の同意があったことか

ら、和田委員に副会長をお願いすることとなった。 

 

③ 情報公開・個人情報保護審議会について 

 情報公開・個人情報保護審議会の所掌事務等について、事務局より

概要説明を行った。 

 当該説明についての質疑は特になし。 

 

④ 情報公開・個人情報保護の実施状況について 

 平成３０年度富士見市情報公開・個人情報保護実施譲許報告書につ

いて、事務局より説明を行った。 

 また、個人情報取扱業務の登録等について、富士見市個人情報保護

条例第７条第４項の規定に基づき、報告を行った。 

当該説明についての質疑は特になし。 
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事務局 

 

 

 

新山会長 

 

 

 

３ その他 

 現在のところ審議会の開催予定はなし。審議会への諮問が発生した

場合にはご協力いただけるよう委員にお願いをした。 

 

４ 閉会 

閉会を宣言した。 

 

 

 


